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損保総研は、機関誌「損害保険研究」第85巻第3号を11月25日に発刊いたします。同誌の発刊は、5月、8月、

11月および2月の年4回です。1935年8月の創刊以降、損害保険とその関連分野に関する学術振興および調査

研究の推進の一環として、理論と実務の架け橋の役割を担うことを目指して発行を続けて参りました。 

今号と、2月に発行する第85巻第4号は、1933年創立の損保総研が本年11月24日に創立90周年を迎えるに

あたり、その記念号として発行し、保険学界を代表する研究者の論稿を多数掲載いたします。 

今号に収録されている論稿の概要は、以下のとおりです。現在の保険学の状況を把握するうえで欠かせない

貴重な論稿をぜひともお読みいただきたく、ご案内申しあげます。 

 

 

＜回顧＞  

損害保険をめぐる最近10年の回顧と展望 

東京経済大学経営学部教授 米山高生氏 

１．はじめにこの10 年にいたる前史を考える 

２．日本保険学会の問題関心 

３．損保業界の回顧 

４．保険の制度的変化 

５．COVID-19 の損害保険業界に与えた影響 

６．むすびグローバル化は逆戻りするのか？ 

 

 

＜記念論文＞ 

Ex Gratia Payment（法的義務のない保険金支払い）の位置づけ―マスリスクの保険と非マスリスクの保険の違い― 

早稲田大学商学学術院教授 中出 哲氏 

これまで，情報の非対称性等の観点から，保険契約者の属性をもとに保険契約の特性や区別を認める考え方（個

人保険対企業保険など）は存在したが，本論文は，対象とするリスクの特性（マスリスクか，非マスリスクか）をもとに契

約理論を探究する執筆者の仮説をもとに，その考え方が適合するかをex gratia payment（任意の支払い）方式を取り

上げて検討するものである。イギリスにおけるex gratia paymentに関係する法的論点（定義，合法性，エストッペル，代

位，再保険）を確認したうえで，わが国においてこの方式をいかに理解できるかを考察し，その法的位置づけは，マス

リスクの保険と非マスリスクの保険で同一とみてよいか疑問があることを示す。 

 
11月25日発刊 「損害保険研究」第85巻第3号 

創立90周年記念号(Ⅰ) のご案内 

 



現実空間におけるメタバース（仮想空間）向け保険に関する法的論点 

京都産業大学法学部教授 吉澤卓哉氏 

今日においては，現実空間とメタバースという仮想空間とが併存する。両世界の保険との関わり方，すなわち，保険

カバーの対象と保険契約に関する一連の手続とで保険を分類すると，4類型に分類することができる。このうち，メタバ

ースを保険カバーの対象とし，現実空間において保険契約に関する一連の手続を行う保険のうち，現実空間の法主

体が負担するリスクをカバーするものを対象として，保険法上の法的論点を検討した。その結果，アバターは人では

ないので，アバターを保険の対象とする「人保険」は存在し得ないこと，メタバース内での仮想戦争や仮想変乱につ

いて戦争危険免責は適用されないこと，メタバース内でのみ損害賠償責任が発生し，現実空間では損害賠償責任が

発生しない場合には，責任保険に関する特則や請求権代位が適用されないであろうこと，メタバース内の財産に残存

物代位が適用されないであろうこと等が明らかとなった。 

 

 

プロテクション・ギャップへの挑戦―保険・共済の新しいパラダイム― 

東京大学公共政策大学院客員教授 河合美宏氏 

自然災害が増加・激甚化する中，保険における「プロテクション・ギャップ」が問題となっている。その背景には，保

険や共済についての理解不足，リスク評価に必要なデータやモデルの未整備などが挙げられる。近年では，プロテク

ション・ギャップ是正のため，G7，OECDやASEAN+3をはじめ，国際機関，規制当局機関，民間団体などで議論が活

発化している。プロテクション・ギャップの課題解決には，保険リテラシーの向上や，適切な規制の実施，保険基盤に

遅れをとっている新興市場国への支援，官民での連携などが考えられる。今後は大災害がますます増加すると予測

される中，政府は保険事業者や専門家とともに，そのリスクについて検討するとともに，より多くの人を救済できるよう，

プロテクション・ギャップの是正に努めることが求められている。 

 

 

自然災害リスクへの対応と金融・保険リテラシー 

神戸大学経済経営研究所教授 家森信善氏 

名古屋学院大学経済学部教授 上山仁恵氏 

本稿は，2022年8月に実施した3000人のアンケート調査から，金融・保険リテラシーが低いことで，リスク認知が不十

分であったり，保険のカバー範囲を誤解するなどして，自然災害に対する保険加入が進まず，自然災害リスクに対し

て脆弱な状況にある人が多数いることを明らかにした。また，金融リテラシーと損害保険リテラシーの相関が低いこと

から，金融教育とは別に，保険教育を行うことが必要であることも明らかになった。金融リテラシーが低い場合，助言者

の役割が重要になるが，例えば，地震保険加入において助言を受けたり参考にしたりしていない人が33％おり，その

人たちのリテラシーがむしろ低かった。金融・保険リテラシーの低い人が安心して相談できる社会的なインフラの整備

が求められている。本稿の結果は，金融経済教育，とくに保険に特化した教育の充実や中立的な助言者の育成の重

要性を示唆している。 

 

 

自賠責保険の損害立証資料作成費用認定について 

損害保険料率算出機構理事・自賠責損害調査センター企画推進部長 八島宏平氏 

本稿の目的は自賠責保険の損害調査に必要な各種立証資料作成に係る費用の認定方法を明らかにすることであ

る。最初に不法行為による損害賠償の範囲と損害保険契約による保険給付の範囲の関連を整理する。そして損害立



証資料電子化の進展に応じて原本主義とその根拠と思われる実損塡補の考え方を修正すべきことを述べる。 

具体的には，まず電磁的方法によって損害立証資料の提出を受けた場合は原本主義を修正し保険給付の対象と

することが妥当である旨を論証する。次に，損害立証資料作成費用の金銭的評価に当たり実損塡補の考え方を部分

修正し定額評価すること（定額化）の適否を論じる，この際，定額化という認定手法と親和性のある立証資料作成費用

とそれ以外の作成費用を区別すべきことを述べる。 

 

 

地震保険加入の経済分析―後悔理論を用いた検討― 

同志社女子大学現代社会学部社会システム学科教授 大倉真人氏 

本稿では，非期待効用理論の1つである後悔理論に基づいた経済モデル分析を展開することによって，地震保険

加入にかかる検討を行う。なお，本稿における分析から得られる主たる結論は，以下の2つにまとめることができる。 

1つめは，後悔の観点を考慮した場合，考慮しなかった場合に比して，地震保険に加入する可能性が高まることで

ある。ゆえに，「地震保険に入らないと後で後悔する」と広報するなどによって，後悔の存在を個人に認知させることが，

地震保険の加入促進にとって有効な手法となる。 

2つめは，地震保険制度における上限付保率の引き上げが地震保険の加入促進に与える影響は一概に言えない

ことである。その中において，後悔の存在は，上限付保率の引き上げによる地震保険の加入促進を阻害する要因と

なる。 

 

 

ファイナンス理論と保険研究～リスクと保険の経済学の系譜から～ 

慶應義塾大学商学部教授 柳瀬典由氏 

神戸大学大学院経営学研究科教授 山﨑尚志氏 

リスクと保険の経済学は，リスクシェアリングとしての保険がリスクのパレート最適配分を達成するための効率的なツ

ールであることを示す作業から始まり，最適保険契約・最適リスク予防に関する経済理論，非対称情報下の保険市場

の均衡理論，保険業の産業組織的構造に関する研究といった領域で発展してきた。特に1980年代以降になると，フ

ァイナンスの理論から強い影響を受ける形で，企業の保険需要に関する理論・実証研究が発展してきた。本稿では，

このうち，ファイナンス理論を基礎とする保険研究，特に，コーポレートファイナンス理論から見た既存研究を体系的に

整理する。その中心的な問いは，企業価値最大化の観点から企業の保険需要の動機を探ることにある。もちろん，保

険はリスクマネジメント手法の一つとして位置づけられるので，リスク移転としてのデリバティブや，リスク保有としての企

業の現金保有についても，考察の射程範囲とする。 

 

 

損害保険市場における同調行動の検証：実験経済学の手法を用いたアプローチ 

明治大学商学部専任准教授 藤井陽一朗氏 

コムシス株式会社勤務 白川竜太氏 

規範的アプローチを用いた保険加入行動の分析では，確率分布と意思決定者の安定的な選好から最適な保険需

要が導出されると仮定している。しかし，海外での洪水保険の加入行動についてみてみると，地域ごとに近隣住民の

保険の加入状況にならって洪水保険に加入する家計が増減するという報告がなされている。このような行動は，意思

決定者のリスクに対する選好だけでなく，他者と同調行動をとろうとしている可能性がある。そこで本研究では，実験

経済学の手法を用いて保険の加入行動が同調行動をとりうるかを検証する。具体的には，まず確率分布が同一であ



るが文脈が異なるリスク下で，損失を補てんする保険への支払意思額から，被験者のリスク態度を推定する。次に，先

行研究から得られた各リスクに対する保険への支払意思額の平均値を被験者に提示し，再度同じ設問に回答しても

らいリスク態度を推定する。両者の差をみることで，同調行動の有無を検証する。結果として，文脈に応じてリスク態度

が変わること，文脈に応じて同調行動が出やすいものとそうでないものがあることが明らかとなった。 

 

 

人傷一括払をめぐる諸問題の検討 

京都大学大学院法学研究科教授 山下徹哉氏 

本稿は，人傷一括払について判示した令和4年最判（最判令和4・3・24民集76巻3号350頁）に関して，理論的な検

討を行うものである。令和4年最判（全額控除否定説）の判示内容と異なる全額控除肯定説に立つためには，人傷社

が自賠責保険に対して精算請求する法的根拠が16条請求権の請求権代位であるという点を崩さなければならない。

そのためには，アマウント範囲内の人傷一括払においても，自賠責支払額相当部分は人傷保険金として支払われた

わけではないということを，①人傷保険の約款解釈として導くか，②人傷社と被害者との間で約款規定とは異なる処

理をする旨の合意をしたと見ることにより導くかのいずれかのルートが考えられる。この2つのルートの是非について検

討を行う。その結果，いずれのルートもうまくいかず，全額控除否定説を支持すべきことを示す。その上で，人傷一括

払が今後たどる可能性のある方向性を4つ挙げて，それぞれ若干の検討を加える。 

 

 

＜損害保険判例研究＞ 

「損害保険判例研究会」判例報告 

運送保険において現金を輸送する被保険者の故意・重過失の有無、輸送方法の適格性および現金輸送の公序

良俗適合性 

東京地裁令和3年12月8日判決 平30年（ワ）16780号 保険金請求事件 2021WLJCA12086002 

立命館大学法学部教授 竹濵修氏 

 

外航貨物海上保険契約に適用される2009年ロンドン協会貨物約款における輸送条項での保険期間の開始時点

が争点とされた事例 

東京高裁令和4年3月24日判決 令和3年(ネ)第4776号 保険金等反訴請求控訴事件 金判1678号18頁 

青山学院大学法学部教授 山下典孝氏 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

 公益財団法人 損害保険事業総合研究所 

 「損害保険研究」編集室  sonpo-kenkyu@sonposoken.or.jp 

 

『損害保険研究』 購入・新規定期購読申込み 

https://www.sonposoken.or.jp/portal/publications/magazine.html 


